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出席委員  太田委員長、青木副委員長 

      山蔦委員、佐藤（一）委員、佐藤（正）委員、横手委員、杉﨑委員、栁田委員 

      関口議長 

欠席委員  細川委員 

説 明 者  廣田拠点づくり部長、米山田端拠点づくり課長、小林主査、野地主査 

案  件 

   １．田端西地区まちづくりの取り組み状況について 

     （拠点部田端拠点づくり課） 

   ２．その他 

  ────────────────────────────────────────── 

午前１０時５０分 開会 

 

【太田委員長】  それでは、最後となります田端西地区まちづくり対策特別委員会をただいまより開

会をいたします。 

 案件は、お手元にお示しのとおりその他を含めて２点となります。よろしくお願いをいたします。 

 執行部が入るまで暫時休憩いたします。 

  ────────────────────────────────────────── 

【太田委員長】  休憩を解いて会議を再開いたします。 

 まず初めに、済みません、細川委員は本日欠席となりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、執行部の説明を求めます。 

 廣田部長。 

【廣田拠点づくり部長】  それでは、拠点づくり部田端拠点づくり課の田端西地区まちづくり取り組

み状況について、ご報告させていただきます。説明に当たりましては、米山課長より行いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

【太田委員長】  米山課長。 

【米山田端拠点づくり課長】  昨年の12月９日に開催されました本特別委員会以降の取り組み状況に

つきまして、お配りさせていただいているタブレットの資料に基づきまして、説明させていただきます。 

 令和２年１月10日、令和元年度寒川町土地区画整理事業助成金交付決定ということで、１月６日に交

付申請されました助成金につきまして、町のほうから交付決定を行っております。交付決定額につきま

しては、１億3,199万円、助成の範囲につきましては調査設計費ということで、具体的な内容を説明さ

せていただくと、測量業務、地質調査及び土壌調査、また令和２年度から行っている換地設計の準備業

務等についてでございます。 

 続きまして、令和２年２月２日、同じく２月４日に住宅権利者勉強会、地区計画についての勉強会を

２回開催しております。こちらは都市計画課と共同で行っておりまして、住宅街区につきまして今後ど

のような地区整備計画のルールを決めていくかということの、これから住んでいただく住宅権利者さん

の意見を聞きながら、勉強をして理解を深めながら意見を聞いていくといった取り組み内容になりまし
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て、昨年も２回開催しまして、ことしの２月が２回、今後も継続して行っていきまして、地区整備計画

の住宅街区の内容を決めていくというような流れになってきております。 

 説明のほうは以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【太田委員長】  説明が終わりました。皆様から質疑をお受けしたいと思います。質疑のある方は挙

手にてお願いをいたします。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

【太田委員長】  ないようですので、これにて質疑を打ち切りたいと思います。ご苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

  ────────────────────────────────────────── 

【太田委員長】  休憩を解いて会議を進めます。 

 続きまして、案件２のその他に入りたいと思います。皆さんのほうから何かございますでしょうか。

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

【太田委員長】  事務局のほうからは。 

（「なし」の声あり） 

【太田委員長】  それでは、以上をもちまして、田端西地区まちづくり対策特別委員会を終了したい

と思います。 

 終わりに副委員長のほうからご挨拶をお願いいたします。 

【青木副委員長】  それでは、本日最後である委員会、田端西地区まちづくり対策特別委員会を終わ

ります。皆様、お疲れさまでした。 

 

午前１０時５５分 閉会 

    ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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          令和２年６月２日 

            委員長 太 田 真 奈 美 

 


